


「研究代表者」が研究を継続できなくなる場合「研究代表者」が研究を継続できなくなる場合
は、研究廃止の手続きが必要になりますは、研究廃止の手続きが必要になります
（研究代表者の交替はできません）（研究代表者の交替はできません）
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○「研究代表者」は、研究計画の遂行に関してす
べての責任を持つ研究者であって、重要な役割
を担っており、平成２３年度から研究代表者の
交替は認めないこととしています

※ただし、次の研究課題については、所要の手続きを経て、研究代表
者の交替が認められる場合があります。

・特定領域研究の「総括班研究課題」、「支援班研究課題」及び
「調整班研究課題」

・新学術領域研究（研究領域提案型）の「総括班研究課題」及び
「生命科学系３分野支援活動」

・特別研究員奨励費の「外国人特別研究員の受入に係る研究課題」

○このため、応募資格の喪失等により、研究代表
者が研究を継続できなくなる場合は、研究廃止
の手続きが必要です

○研究廃止を行う場合には、未使用の研究費につ
いて返還の手続きが必要です
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研究計画の変更に伴って、研究費の一部を翌年研究計画の変更に伴って、研究費の一部を翌年
度に繰越すことができます度に繰越すことができます

○交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事
由に基づき、研究が予定期間内に完了しない見込
みとなった場合には、手続を経て、研究費を翌年
度に繰越して使用することができます

・直接経費のみを繰越すこともできますし、研究期間が最終年度の課題で
あっても繰越すことができます。

〔例〕
・地震、津波、豪雨等により研究の継続が一時困難となった
・予定していた国際シンポジウムに不可欠な講演者の出席がキャンセルに

なったため、翌年度に改めて開催する必要が生じた
・自らの研究や他の研究者の研究により、予期し得なかった新たな知見が

得られたために、当初計画を変更する必要が生じ、このためにかなりの
日数を要した

○研究者が文部科学省に提出する申請書類は１枚の
みです

※研究を効果的に行い、研究費をより効率的に使用するた
めにも、繰越の要件に合致する場合には、積極的に繰越
制度を活用してください

※繰越手続等詳細は、次の科研費ホームページに掲載しています

文部科学省：http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1299857.htm
日本学術振興会：http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/rule.html#kurikoshi

○基金分の科研費については、事前に繰越の手続を
せずに研究費を次年度に使用することができます

・基金分の科研費では、年度ごとに研究費の使用状況について事後報告
をいただくことになります。

・補助事業期間を延長する場合には、事前の手続が必要です。
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1133．．繰越とは？繰越とは？
基 金 分 は
取 扱 い が
異なります
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○「実績報告」を行う義務があります

・補助金分の科研費については、年度が終了したときや補助事業を廃止
したときには、実績報告書（研究実績報告書及び収支決算報告書）を
提出してください。

・基金分の科研費については、補助事業期間終了後に、期間全体を通じ
た実績報告書を提出してください。また、年度ごとの報告として、実
施状況報告書を提出いただきます。

○「研究成果の報告」も行う義務があります
・研究期間が終了したときには、電子媒体により「研究成果報告書」を
提出してください。

・研究の成果を独自に発表されるときは、科研費による研究の成果であ
ることを表示するとともに、所定の様式により、報告を行ってくださ
い（特許権を取得したときも同様です。）。

○ ｢研究実績報告書」「研究実施状況報告書」及び
「研究成果報告書」は、国立情報学研究所の科研
費データベース（ＫＡＫＥＮ）を通じて公開され
ます

1144．研究実績や成果の報告は？．研究実績や成果の報告は？

各年度における「各年度における「実績報告実績報告」」 及び研究期間終了及び研究期間終了

後の研究成果についての「成果後の研究成果についての「成果報告報告」」をを行って行って
くださいください
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国立情報学研究所
科学研究費補助金データベース

（ＫＡＫＥＮ）
http://kaken.nii.ac.jp

基 金 分 は
取 扱 い が
異なります
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「研究成果報告書」を提出しない研究者には、「研究成果報告書」を提出しない研究者には、

科研費の交付制限や返還等の措置が講じられる科研費の交付制限や返還等の措置が講じられる
ことがありますことがあります
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○「研究成果報告書」を提出しない研究者には、科研
費を交付しません

・所定の期限を過ぎてもなお「研究成果報告書」を提出しない場合は、た
とえ、次年度に研究課題（継続課題を含む）が採択されていたとしても、
交付予定額の通知（交付内定）、あるいは研究費の送金を留保します。
このため、同報告書を提出し、交付内定を受けるまでは、科研費の研究
は実施できません。

○「研究成果報告書」が１年以上未提出になると、交
付された研究費の返還が求められます

※この他、補助条件等において、研究成果報告書が未提出
の場合の取扱いについて定められています

「研究成果報告書」は、科研費による研究の成果を広く
国民に知ってもらう上で重要な役割を果たすとともに、
国民の税金を原資とする科研費の研究の成果を広く社会
に還元するために重要なものですので、必ず提出してく
ださい。
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1155．研究成果を発表したら？．研究成果を発表したら？

科研費により得た研究成果であることを表示科研費により得た研究成果であることを表示
してくださいしてください
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○新聞等で研究成果が報道されたときは、その都度
文部科学省・日本学術振興会に記事等を送付して
ください（裏表紙の問合先参照）

〔参考〕研究種目等の英訳

科研費 〔Grant-in-Aid for Scientific Research(略称｢KAKENHI｣)〕

特別推進研究 〔Grant-in-Aid for Specially Promoted Research〕

特定領域研究 〔Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas〕

新学術領域研究 〔Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas〕

基盤研究（S･A･B･C） 〔Grant-in-Aid for Scientific Research (S) or (A) or (B) or (C)〕

萌芽研究 〔Grant-in-Aid for Exploratory Research〕

挑戦的萌芽研究 〔Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research〕

若手研究(S･A･B・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ) 〔Grant-in-Aid for Young Scientists (S) or (A) or (B) or（Start-up)〕

研究活動スタート支援 〔Grant-in-Aid for Research Activity Start-up 〕

特別研究促進費 〔Grant-in-Aid for Special Purposes〕

研究成果公開促進費 〔Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results〕

特別研究員奨励費 〔Grant-in-Aid for JSPS Fellows〕

学術創成研究費 〔Grant-in-Aid for Creative Scientific Research〕

文部科学省〔The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)〕

日本学術振興会〔Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)〕

※Acknowledgment（謝辞）を示す際に、補助金分の科研費と基金分の科研費を

区別する必要はありません。

○科研費により得た研究成果を発表する場合は、科
研費により助成を受けたことを必ず表示してくだ
さい

○Acknowledgment（謝辞）の表示例は次のとおりです

・本研究は科研費（８桁の課題番号）の助成を受けたものである。
This work was supported by（JSPS又はMEXT）KAKENHI（８桁の課題番号）．
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○「研究の進捗状況に関する自己評価」は、平成
２３年度から、全ての研究課題を対象に、毎年
度終了後研究者本人が行います
その内容は、科研費データベース（ＫＡＫＥＮ）
を通じて公表されます

・「自己評価報告書」は、平成２３年度補助事業から廃止になりますが、
平成２２年度が研究期間の３年目にあたる研究課題は、従前の「自己
評価報告書」を提出する必要があります。

・国立情報学研究所の科研費データベース（ＫＡＫＥＮ）

http://kaken.nii.ac.jp

○「研究進捗評価」は、大型の研究種目（特別推進
研究、基盤研究(Ｓ)、若手研究(Ｓ)、学術創成研
究費）について、研究期間の最終年度の前年度に、
書面又はヒアリング等により行います
また、これらの研究種目について、研究期間終了
の翌年度に、「研究進捗評価（検証）」を書面に
より行います

・「研究進捗評価」は、研究期間が３年の研究課題については最終年度
に実施します。

○「追跡評価」は、研究期間終了後５年間を経た特
別推進研究について、書面により行います

1166．採択後の評価は？．採択後の評価は？

研究期間内に「研究期間内に「研究の進捗に関する自己評価研究の進捗に関する自己評価」」、、
「研究進捗評価」、研究期間終了後に「研究進捗評価」、研究期間終了後に「研究進「研究進
捗評価（検証）」、捗評価（検証）」、「追跡評価「追跡評価」」を行いますを行います

※特定領域研究及び新学術領域研究の領域の評
価については、従来の中間・事後評価を行い
ます。
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○不正または虚偽による科研費の受給の場合

研究費の返還 ： 受給した研究費を全額返還することになります。
応募資格の停止 ： 受給した本人・それを共謀した者（５年）

※既に採択されている研究課題も交付が停止され、科研費以外の競争的資
金の応募資格も停止されます。また、分担金を配分されている研究分担
者は、その分担金を受け取れなくなります。
（以下の場合も同様です。）

○受給した科研費の不正な使用の場合

研究費の返還 ： 該当する研究費部分を返還することになります。
応募資格の停止 ： 不正使用した本人・それを共謀した者（２～５年）

本人以外の共同研究者（１年：新規応募について１
年間の応募資格の停止）

○不正行為（論文データのねつ造等）があった場合

研究費の返還 ： 一部又は全部の返還が求められます。
応募資格の停止 ： 不正行為に関与したと認定された本人・不正行為

が認定された論文等の内容について責任を負う者
（１～１０年）

不正な受給や使用、研究遂行上の不正行為は、学術研究
全体の信頼を損ねることにつながりかねません。
公的研究費を使用している者として、研究者倫理の自覚
の下に研究活動に従事することが重要です。
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1177．ルールに違反したら？．ルールに違反したら？

ルールに従って正しく使用しないと、科研ルールに従って正しく使用しないと、科研費の費の
交付交付制限制限や返還、応募制限のペナルティがや返還、応募制限のペナルティが科科せせ
られることがありますられることがあります
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ルールに違反したため、応募資格が停止さルールに違反したため、応募資格が停止されたれた
実例です実例です
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不正を行うと、研究費の返還、応募の制限だけでなく、
刑事罰が科せられるケースもあります。また、各研究機
関においても厳しい懲戒処分がなされています。

○不正または虚偽による科研費の受給の場合

・応募資格を偽り、不正に科研費を受給していた（平成８年度～１５年度）
返還した研究費の額 ： １億９,１９０万円
応募資格の停止期間 ： ５年

○受給した科研費の不正な使用の場合

・海外渡航に係る旅費に、研究課題の目的とは異なる私的な旅行費用を
含んで精算していた
（平成１６年度）
返還した研究費の額 ： ５７万円
応募資格の停止期間 ： ５年

・実態のない謝金を架空に請求し、プール金として自ら管理していた
（平成１７年度～１８年度）
返還した研究費の額 ： ７８万円
応募資格の停止期間 ： ４年

・業者に架空の取引を指示し、実際に購入、納品させた物品とは異なる
虚偽の請求書を作成させて、大学から研究費を支出させていた
（平成１５年度～１９年度）
返還した研究費の額 ： ７７５万円
応募資格の停止期間 ： ４年

○科研費において、事実と異なる会計処理を行った
場合、研究活動へ使用するかどうかにかかわらず
不正にあたります

※このような不正な使用等を防止するため、研究機関には「研究機関に
おける公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」を踏ま
え、経費管理・監査体制を整備するよう求めています。
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○「応募ルール」「評価ルール」「使用ルール」は
次の科研費ホームページでご覧いただけます

文部科学省: http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm

日本学術振興会: http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html

○例えば使用ルールである「補助条件」、「交付条
件」には次のようなルールがありますが、不明な
点は、研究機関を通じて文部科学省・日本学術振
興会にお問い合わせください

・研究の廃止の手続
・研究者が応募資格を喪失した場合の手続
・利子、収入などの取扱い

1188．その他のルールは？．その他のルールは？

そその他のルールについてはの他のルールについては、科研費ホームページ、科研費ホームページ
を参照してくださいを参照してください
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○科研費についての様々な情報は、科研費ホーム
ページでご覧いただけます

文部科学省 :  
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm

◇「科研費による研究の紹介」
新学術領域研究や特定領域研究により行われている研究の
紹介

日本学術振興会 :  

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html

◇「科研費ＮＥＷＳ」
年４回発行 科研費による最近の研究成果の例や科研費に
ついてのトピックスを紹介

◇「我が国における学術研究課題の最前線」
特別推進研究、基盤研究(Ｓ)等の新規採択課題の課題名、
研究代表者名、研究の概要等を紹介

◇「私と科研費」
研究者の方々からの科研費に関する意見や期待などを掲載

◇「ひらめき☆ときめきサイエンス」
科研費の成果を体験・実験・講演を通じて、小・中学生や
高校生にわかりやすく紹介

【【科研費についてのお知らせ科研費についてのお知らせ】】

文部科学省・日本学術振興会では、科研費につ文部科学省・日本学術振興会では、科研費につ
いての様々な情報発信・広報普及活動に積極的いての様々な情報発信・広報普及活動に積極的
に取り組んでいますに取り組んでいます
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